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－
陽
明
文
庫
所
蔵
『
納
言
大
将
車
絵
様
』
お
よ
び
『
車
絵
』
に
つ
い
て
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仁
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じ
め
に

忘れられた車図

　
『
西
園
寺
家
車
図
』
お
よ
び
『
九
条
家
車
図
』
は
、
主
と
し
て
鎌
倉
時
代
に
両
家
で
用
い
ら
れ
た
牛
車
を
図
示
し
た
も
の
で
、
牛
車
を

研
究
す
る
う
え
で
基
本
と
な
る
史
料
で
あ
る
。
学
習
院
大
学
史
料
館
が
西
園
寺
家
か
ら
寄
託
を
う
け
た
史
料
の
な
か
に
、
両
図
の
写
本
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

二
対
四
軸
存
在
し
た
こ
と
か
ら
、
本
紀
要
第
＝
号
に
お
い
て
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
の
伝
本
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
な
い
、
同
図
が
室

町
時
代
末
期
に
現
在
の
か
た
ち
に
編
集
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
、
朝
儀
の
復
興
お
よ
び
有
職
研
究
の
高
揚
に
伴
っ
て
、
盛
ん
に
転
写
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
、
次
な
る
課
題
は
同
図
が
い
か
に
し
て
成
立
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。

だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
直
接
語
っ
て
く
れ
る
史
料
は
な
く
、
そ
の
解
明
は
容
易
で
は
な
い
。

　
牛
車
は
、
貴
族
の
生
活
に
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
た
あ
、
絵
巻
物
や
屏
風
な
ど
に
点
景
と
し
て
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
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か
『
西
園
寺
家
車
図
』
や
『
九
条
家
車
図
』
の
よ
う
に
実
用
上
の
必
要
か
ら
詳
細
に
牛
車
を
描
い
た
絵
図
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
ち
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
よ
り
成
立
が
遡
る
も
の
と
し
て
は
、
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
車
輿
等
書
』
・
陽
明
文
庫
所
蔵
『
納
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

大
将
車
絵
様
』
お
よ
び
『
車
絵
』
・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
徳
大
寺
公
清
公
記
』
（
以
下
、
『
公
清
公
記
』
と
略
す
）
貞
和
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

（
＝
二
五
〇
）
正
月
一
六
日
条
所
載
の
車
図
な
ど
が
あ
る
。

　
そ
の
な
か
で
、
今
回
は
『
西
園
寺
家
車
図
』
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
陽
明
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
二
つ
の
車
図
、
す
な

わ
ち
、
西
園
寺
家
所
用
の
牛
車
の
図
で
あ
る
『
納
言
大
将
車
絵
様
』
、
お
よ
び
西
園
寺
家
以
外
の
家
の
所
用
に
か
か
る
牛
車
の
図
を
有
す

る
『
車
絵
』
に
注
目
し
て
み
た
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
両
書
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
検
討
を
通
じ
て
『
西
園
寺
家
車
図
』
の
史
料
的
な
性
格
に
つ
い
て
の
解
明
を
す

す
め
、
さ
ら
に
中
世
に
お
け
る
車
図
の
有
り
様
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
な
お
、
本
稿
の
末
尾
に
は
両
書
の
翻
刻
を
掲
載
し
た
。
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一
　
『
納
言
大
将
車
絵
様
』

　
ま
ず
、
『
納
言
大
将
車
絵
様
』
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
は
じ
め
に
書
誌
と
概
要
を
記
す
。
巻
子
一
軸
、
縦
二
九
・
八
糎
、
横
は
全
長

一
六
二
・
五
糎
。
本
紙
は
、
楮
紙
三
紙
で
、
近
代
に
な
っ
て
刷
毛
目
渋
引
表
紙
と
袖
紙
お
よ
び
軸
紙
（
軸
は
花
梨
か
）
が
加
え
ら
れ
、
総

裏
打
が
施
さ
れ
て
い
る
。
本
紙
横
方
向
の
中
央
に
谷
折
の
折
目
痕
が
残
り
、
現
状
に
改
装
さ
れ
る
以
前
、
絵
を
内
側
に
、
横
長
に
二
つ
折

り
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
表
紙
お
よ
び
本
紙
に
外
題
は
な
い
が
、
袖
紙
の
奥
上
に
「
納
言
大
将
車
絵
様

靹
絵
」
と
記
さ
れ
た
題
箋
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
改
装
前
の
表
紙
の
外
題
を
切
り
取
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
紙
に
は
、



忘れられた車図

彩
色
の
牛
車
の
図
二
点
が
描
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
上
部
に
は
小
字
に
よ
る
注
記
が
あ
る
。
紙
質
お
よ
び
絵
や
文
字
の
書
様
な
ど
か
ら
、
室

町
時
代
中
～
後
期
の
成
立
に
な
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
二
つ
の
牛
車
の
図
は
、
そ
れ
ぞ
れ
形
態
上
の
特
徴
か
ら
第
一
図
は
半
蔀
車
（
図
1
）
、
第
二
図
は
網
代
車
（
図
2
）
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
ま
た
、
題
箋
に
し
た
が
え
ば
「
納
言
大
将
」
の
乗
用
す
る
牛
車
を
描
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
題
箋
に
も
記

す
と
お
り
、
両
者
と
も
車
文
と
し
て
靹
絵
（
巴
）
を
有
し
て
い
る
が
、
室
町
時
代
中
期
の
公
卿
・
洞
院
実
煕
（
一
四
〇
九
～
？
、
五
七
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

家
）
の
手
に
な
る
有
職
書
『
蛙
抄
』
に
よ
れ
ば
、
靹
絵
は
西
園
寺
家
の
車
文
な
の
で
、
西
園
寺
家
所
用
の
車
だ
と
判
断
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
本
書
の
両
図
は
西
園
寺
家
に
お
い
て
「
納
言
大
将
」
が
用
い
た
半
蔀
車
と
網
代
車
と
を
描
い
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
第
一
図
上
部
の
注
記
に
は
、
「
承
久
御
車
」
お
よ
び
「
建
長
御
車
」
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
ほ
か
に
、
記
事
を
欠
く
が
、

「
貞
応
御
車
」
が
こ
れ
に
並
ぶ
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
「
御
車
」
は
、
年
次
か
ら
み
て
、
そ
れ
ぞ
れ
西
園
寺
公
経
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

実
氏
・
公
相
三
代
の
任
右
大
将
に
伴
う
半
蔀
始
に
対
応
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
建
長
御
車
」
に
関
す
る
記
事
の
う
ち
、
「
故
入
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

殿
…
云
々
」
の
部
分
は
、
『
車
輿
等
書
』
所
収
「
半
蔀
車
記
録
抄
出
」
に
引
く
「
公
相
公
記
」
に
ほ
ぼ
同
文
が
見
え
て
お
り
、
公
相
所
用

の
牛
車
を
指
す
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
二
図
上
部
の
注
記
に
あ
る
「
承
久
御
車
」
・
「
貞
応
御
車
」
も
そ
れ
ぞ
れ
公
経
．
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

氏
乗
用
の
車
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
図
上
部
の
注
記
か
ら
も
、
本
書
が
西
園
寺
家
に
お
け
る
「
納
言
大
将
」
の
用
い
た
半
蔀
車

と
網
代
車
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
そ
こ
で
、
同
種
の
車
の
図
を
含
む
『
西
園
寺
家
車
図
』
と
対
照
し
て
み
よ
う
。
第
一
図
と
『
西
園
寺
家
車
図
』
所
載
の
「
納
言
大
将
半

蔀
車
」
図
（
参
考
図
A
）
お
よ
び
「
同
車
内
絵
図
」
（
参
考
図
B
）
と
を
比
較
す
る
と
、
描
写
の
視
覚
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
一
見
わ
か

り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
近
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
図
と
『
西
園
寺
家
車
図
』
所
載
の
「
納
言
大
将
網
代
車
」
図
（
参
考
図
C
）

と
は
、
と
も
に
傭
畷
図
で
、
子
細
に
見
れ
ば
若
干
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
同
一
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
書
と
『
西
園
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「納言大将車絵様』第一図、半蔀車

寺
家
車
図
』
と
が
深
い
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
か

ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
た

ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
図
様
の
相
違
点
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
両
者
の
図
に
お
い
て
最
も
大
き
く
異
な
る
の
は
、
半
蔀
車
の
車

内
絵
で
あ
る
。
上
段
の
物
見
板
、
下
段
の
立
板
に
は
そ
れ
ぞ
れ
絵

が
描
か
れ
て
い
る
。
物
見
板
の
絵
様
は
両
図
と
も
に
共
通
し
、
遠

方
に
霞
の
か
か
っ
た
山
が
あ
り
、
そ
れ
を
背
景
に
鶴
の
飛
ぶ
様
子

が
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
立
板
の
絵
は
全
く
違
っ
て
い
る
。
本
書

が
、
中
国
風
の
建
物
と
人
物
を
描
く
唐
絵
で
あ
る
の
に
対
し
、

『
西
園
寺
家
車
図
』
は
、
日
本
の
風
景
を
描
い
た
大
和
絵
な
の
で

あ
る
。
こ
の
相
違
に
は
い
か
な
る
意
味
が
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
藤
原
重
雄
氏
が
『
公
清
公
記
』
所
載
の
車
図
（
年
記
の
明

確
な
も
の
と
し
て
は
最
古
）
の
検
討
の
過
程
で
示
し
た
、
牛
車
の

　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

車
内
絵
に
関
す
る
見
解
を
参
考
に
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
み
た

い
。

　
半
蔀
車
の
立
板
に
唐
絵
を
描
く
こ
と
は
、
先
述
し
た
『
蛙
抄
』

半
蔀
車
の
項
に
、
「
同
（
物
見
）
下
立
板
」
に
つ
い
て
「
内
方
張

小
葵
綾
、
画
四
季
唐
絵
、
硫
〃
輔
川
難
嗣
簾
川
略
」
と
記
さ
れ
て
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忘れられた車図

参考図A　『西園寺家車図』納言大将半蔀車

翠

参考図B　「西園寺家車図』同（納言大将半蔀車）車内絵図
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図2　「納言大将車絵様』第二図、網代車

参考図C　「西園寺家車図』納言大将網代車
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忘れられた車図

い
る
こ
と
と
一
致
す
る
。
さ
ら
に
同
書
は
、
大
臣
・
大
将
の
乗
用
す
る
半
蔀
車
に
は
「
四
季
唐
絵
」
を
描
く
と
す
る
の
に
対
し
、
殿
上
人

の
乗
用
す
る
網
代
車
の
車
内
絵
に
つ
い
て
は
単
に
「
四
季
絵
」
と
だ
け
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
九
条
家
車
図
』
で
は
、
院
．
摂
関
の
用

い
る
「
唐
御
車
」
に
は
「
唐
絵
」
を
、
「
侍
従
中
少
将
」
の
車
に
は
「
和
絵
」
を
描
く
と
す
る
。
『
公
清
公
記
』
所
載
の
車
図
は
、
少
将
拝

賀
の
時
に
用
い
ら
れ
た
車
で
あ
り
、
や
は
り
大
和
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
唐
絵
と
大
和
絵
と
は
身
分
の
高
下
に
よ
っ
て
使
い

分
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
納
言
大
将
半
蔀
車
」
の
立
板
に
は
、
唐
絵
が
描
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

『
納
言
大
将
車
絵
様
』
が
正
確
な
描
写
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
は
誤
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
、
い
ま
ひ
と
つ
問
題
と
な
る
の
が
四
季
絵
の
配
列
で
あ
る
。
『
西
園
寺
家
車
図
』
の
車
内
絵
は
、
左
前
春
、
同
後
秋
、
右
前
夏
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
小
〕

同
後
冬
と
い
う
、
『
蛙
抄
』
の
記
述
と
は
異
な
る
配
列
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
説
明
書
き
の
な
か
に
も
「
少
葵
綾
ヲ
張
テ
画
四
季

絵
、
花
〃
輸
蟻
聞
徽
鰍
」
と
み
え
、
絵
図
と
合
致
す
る
記
述
を
行
な
っ
て
い
る
。
一
体
い
ず
れ
の
配
列
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
『
公
清
公
記
』
所
載
の
車
図
の
車
内
四
季
絵
を
み
て
み
る
と
、
『
蛙
抄
』
と
同
様
、
進
行
方
向
に
向
か
っ
て
時
計
回
り
に
春
夏
秋
冬
が

配
列
さ
れ
て
い
る
。
次
章
で
紹
介
す
る
陽
明
文
庫
所
蔵
『
車
絵
』
は
、
『
公
清
公
記
』
よ
り
も
成
立
が
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に

載
せ
る
洞
院
家
所
用
の
雨
（
尼
）
眉
車
も
、
『
蛙
抄
』
や
『
公
清
公
記
』
所
載
の
車
図
と
同
じ
配
列
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
よ
り
古
い
時
期

に
成
立
し
た
図
に
お
け
る
四
季
絵
の
配
列
は
、
い
ず
れ
も
『
蛙
抄
』
の
記
述
と
合
致
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
『
西
園
寺

家
車
図
』
の
示
す
配
列
は
、
ほ
か
に
裏
付
け
を
得
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
『
西
園
寺
家
車
図
』
が
誤
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
『
納
言
大
将
車
絵
様
』
は
西
園
寺
家
に
お
い
て
納
言
大
将
の
用
い
た
半
蔀
車
・
網
代
車
を
描
い
た
も
の
で
、
同
種

の
絵
を
載
せ
る
『
西
園
寺
家
車
図
』
よ
り
も
優
れ
た
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
半
蔀
車
の
図
が
描
写
の
視

角
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
本
書
が
『
西
園
寺
家
車
図
』
の
祖
本
に
あ
た
る
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
本
書
の
存
在
は
、
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牛
車
に
関
す
る
基
本
史
料
と
も
い
う
べ
き
『
西
園
寺
家
車
図
』
が
、
少
な
か
ら
ぬ
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
し

て
、
「
西
園
寺
家
車
図
』
が
現
在
の
よ
う
な
か
た
ち
で
ま
と
め
ら
れ
る
以
前
、
西
園
寺
家
所
用
の
車
を
描
い
た
絵
図
が
同
一
の
車
種
に
つ

い
て
複
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
も
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

　
本
章
の
最
後
に
、
図
と
そ
の
上
部
に
書
か
れ
た
注
記
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
が
本
書
自
体
を
ど
の
よ
う
な
も

の
と
み
る
べ
き
か
に
つ
い
て
知
る
手
が
か
り
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
図
上
の
注
記
に
は
、
「
承
久
御
車
」
・
「
建
長
御
車
」
と
も
に

「
物
見
上
ハ
無
文
」
と
見
え
て
い
る
が
、
第
｝
図
で
は
、
物
見
の
上
に
靹
絵
文
が
描
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
靹
絵
文
に
重
ね
て

墨
が
塗
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
注
記
を
加
え
た
人
物
が
、
注
記
の
内
容
を
勘
案
し
、
こ
こ
に
車
文
を
描
く
の
は
誤
り
だ
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

え
、
抹
消
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
図
に
お
い
て
櫓
上
お
よ
び
物
見
下
に
は
大
靹
絵
が
描
か
れ
る
が
、
注
記
に
は
「
承
久
御

車
」
は
「
櫓
上
井
物
見
下
遠
文
小
靹
絵
」
、
「
建
長
御
車
」
は
「
櫓
上
小
靹
絵
遠
文
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
注
記
の
意
図
は
、
こ

の
図
が
誰
の
乗
用
し
た
車
で
あ
る
の
か
を
特
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
に
共
通
す
る
「
物
見
上
ハ

無
文
」
の
記
述
に
従
っ
て
文
を
抹
消
し
た
点
か
ら
み
れ
ば
、
あ
る
べ
き
西
園
寺
家
の
車
図
を
作
製
す
る
た
め
の
下
準
備
と
し
て
、
下
絵
と

も
い
う
べ
き
図
に
校
正
を
加
え
る
際
の
曲
ハ
拠
を
記
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
書
は
草
稿
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
本
書
は
、
実
際
に
使
用
さ
れ
た
車
を
図
示
し
た
も
の
か
ら
、
あ
る
べ
き
姿
を
図
示
す
る
も
の
へ
変
化
す
る
と
い
う
、
有
職
書

と
し
て
の
車
図
の
成
立
に
関
す
る
重
要
な
問
題
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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つ
ぎ
に
、
『
車
絵
』
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
本
書
は
、
巻
子
一
軸
で
、
縦
三
一
・
六
糎
、
横
は
全
長
五
九
五
．
八
糎
。
本
紙
一
五
紙

は
す
べ
て
楮
紙
で
あ
る
が
、
絵
の
描
か
れ
て
い
る
料
紙
四
紙
は
、
文
字
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
料
紙
と
は
異
な
り
、
き
わ
め
て
丁
寧
に
敲

打
さ
れ
た
打
紙
で
あ
る
。
『
納
言
大
将
車
絵
様
』
と
同
様
、
新
調
の
刷
毛
目
渋
引
表
紙
お
よ
び
袖
紙
、
軸
紙
（
軸
は
黒
檀
か
）
が
加
え
ら

れ
、
虫
喰
い
部
分
に
は
修
補
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
裏
打
ち
は
な
い
。
各
紙
の
横
幅
に
は
か
な
り
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
最
長
で
五
一
．
一

糎
、
最
短
で
一
四
・
七
糎
で
あ
る
。
第
一
紙
は
第
二
紙
以
降
と
く
ら
べ
て
汚
れ
が
多
く
、
現
状
に
改
装
さ
れ
る
以
前
は
、
表
紙
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。
本
紙
は
、
彩
色
を
施
し
た
牛
車
の
図
四
点
と
そ
の
説
明
書
き
、
お
よ
び
関
連
史
料
か
ら
な
っ
て
い
る
。
成
立
は
、
紙
質

お
よ
び
絵
や
文
字
の
書
き
様
か
ら
『
納
言
大
将
車
絵
様
』
に
比
べ
て
か
な
り
遡
り
、
鎌
倉
時
代
後
期
～
南
北
朝
時
代
と
推
測
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
に
擦
り
消
し
た
跡
が
見
ら
れ
、
重
ね
書
き
や
挿
入
符
に
よ
る
本
文
補
入
が
多
く
、
清
書
と
い
う
作
業
を
経
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
丁
寧
に
彩
色
さ
れ
た
絵
図
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
紙
の
長
短
が
バ
ラ
バ
ラ
で
必
要
な
部
分
の
み
切
り
継
ぎ
を
行

な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
草
稿
本
で
は
な
く
正
本
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
本
書
の
構
成
は
、
第
一
紙
・
第
二
紙
目
に
網
代
車
に
つ
い
て
の
説
明
書
き
、
第
三
紙
に
網
代
車
の
絵
図
（
傭
瞼
図
）
、
第
四
紙
か
ら
第

六
紙
に
か
け
て
雨
眉
車
の
絵
図
（
傭
畷
図
・
車
内
図
・
正
面
図
）
、
第
七
紙
か
ら
第
九
紙
に
か
け
て
濱
榔
庇
車
の
説
明
書
き
、
第
一
〇
紙

か
ら
第
一
五
紙
に
か
け
て
横
榔
庇
車
に
関
す
る
古
記
録
の
抜
書
き
と
な
っ
て
い
る
。

忘れられた車図

（一

j
洞
院
家
の
車
図

　
ま
ず
、
絵
図
を
含
む
第
六
紙
ま
で
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
は
じ
め
に
一
つ
書
き
形
式
の
「
網
代
車
」
の
説
明
書
き
（
図
3
）
が

あ
り
、
つ
い
で
四
つ
の
絵
図
が
つ
づ
く
。
こ
の
う
ち
、
説
明
書
き
に
対
応
す
る
網
代
車
を
描
い
た
も
の
は
、
絵
様
と
の
対
応
か
ら
み
て
、
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図3　『車絵』網代車説明書き

第
一
図
（
図
4
）
の
み
で
、
「
雨
眉
車
是
也
…
」
の
傍
書
を
持
つ
第

二
図
（
図
5
）
以
下
は
別
の
車
を
描
い
た
も
の
だ
と
判
断
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

そ
し
て
、
車
内
絵
お
よ
び
袖
や
庇
の
形
状
か
ら
、
「
同
車
内
左
方
」

と
の
傍
書
が
あ
る
第
三
図
（
図
6
）
お
よ
び
「
同
車
向
方
」
と
い

う
傍
書
の
あ
る
第
四
図
（
図
7
）
は
、
第
二
図
に
描
か
れ
た
車
と

同
じ
車
を
違
う
視
角
で
描
い
た
も
の
だ
と
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
「
同
」
の
文
字
が
受
け
る
べ
き
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
文
字

が
第
二
図
の
前
に
存
在
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
第
二
図
の
前
に

は
、
車
の
種
類
が
記
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
第
一
図
の
場
合

を
か
ん
が
み
れ
ば
、
そ
れ
は
一
つ
書
き
形
式
の
説
明
書
き
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
本
来
第
一
図
と
第
二
図
と
の
あ
い
だ
に

は
説
明
書
き
が
あ
っ
た
が
、
あ
る
時
期
に
失
わ
れ
、
絵
図
同
士
が

直
接
に
貼
り
継
が
れ
て
し
ま
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
い
ま
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
が
、
第
二
図
の
右

傍
に
書
か
れ
た
注
記
で
あ
る
。
「
雨
眉
車
是
也
、
或
説
網
代
庇
為

同
車
之
由
、
有
沙
汰
云
々
、
但
此
儀
猶
不
甘
心
、
」
と
い
う
の
は
、

第
二
図
に
描
か
れ
た
車
を
何
と
呼
ぶ
べ
き
か
勘
案
し
て
加
え
ら
れ

た
も
の
で
、
同
図
の
前
に
あ
っ
た
説
明
書
き
が
失
わ
れ
た
後
に
書

220



忘れられた車図

図4　「車絵』第一図、網代車

参考図D　『西園寺家車図』網代車
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難　rv

藝

゜
毫

図5　「車絵」第二図、雨眉車

参考図E　「西園寺家車図』雨眉網代庇車
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忘れられた車図
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図6　「車絵』第三図、同（雨眉車）車内左方
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図7　「車絵』第四図、同（雨眉車）車向方
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か
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
注
記
は
絵
図
の
製
作
か
ら
か
な
り
下
っ
た
時
期
に
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
同
筆
に
か
か
る
第
一
図
の
右
傍
の
注
記
も
同
様
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
図
自
体
の
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

立
お
よ
び
性
格
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
は
、
ひ
と
ま
ず
検
討
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
、
描
か
れ
た
車
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
第
一
図
は
網
代
車
で
、
説
明
書
き
の
冒
頭
に
は
「
網
代
車
大
概
不
違
尋
常
大
臣
車
、
但
物
見

上
内
外
共
有
横
連
子
、
」
と
あ
る
。
「
大
概
不
違
尋
常
大
臣
車
、
」
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
る
の
か
、
に
わ
か
に
は
知
り
が
た
い
が
、
『
西
園

寺
家
車
図
』
所
載
の
「
網
代
車
」
図
（
参
考
図
D
）
の
説
明
書
き
に
、
「
任
相
国
之
後
乗
之
、
大
概
不
違
尋
常
大
臣
車
、
但
物
見
上
有
横

連
子
也
、
」
と
あ
る
の
を
参
看
す
れ
ば
、
太
政
大
臣
（
相
国
は
唐
名
）
に
任
ぜ
ら
れ
て
後
に
乗
用
す
る
車
の
意
味
だ
と
知
ら
れ
る
。
た
し

か
に
、
第
一
図
「
網
代
車
」
（
図
4
）
と
『
西
園
寺
家
車
図
』
所
載
「
網
代
車
」
図
（
参
考
図
D
）
と
は
、
傭
騒
図
と
側
面
図
と
い
う
違

い
が
あ
る
が
、
同
種
の
車
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
一
見
し
た
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
説
明
書
き
で
は
触
れ
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

い
な
い
が
、
袖
お
よ
び
立
板
部
分
に
扇
が
描
か
れ
て
い
る
。
『
蛙
抄
』
に
よ
れ
ば
、
扇
は
洞
院
家
の
車
文
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
図
が
洞
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

家
に
お
い
て
太
政
大
臣
と
な
っ
た
者
の
用
い
た
網
代
車
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
第
二
図
も
車
文
と
し
て
扇
が
描
か
れ
て
お
り
、
洞
院
家
所
用
の
車
だ
と
わ
か
る
。
車
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
『
西
園
寺
家
車
図
』

が
参
考
に
な
る
。
第
二
図
（
図
5
）
と
『
西
園
寺
家
車
図
』
所
載
の
「
雨
眉
網
代
庇
車
」
図
（
参
考
図
E
）
と
は
、
車
文
こ
そ
異
な
る
も

の
の
、
全
く
同
じ
形
態
の
車
を
描
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
の
説
明
書
き
に
よ
れ
ば
、
こ
の
車
は
「
執

柄
井
太
政
大
臣
乗
之
、
他
大
臣
不
用
之
、
」
と
あ
る
の
で
、
第
二
図
は
洞
院
家
に
お
い
て
太
政
大
臣
と
な
っ
た
者
の
用
い
た
雨
眉
網
代
庇

車
を
描
い
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
本
書
の
第
六
紙
目
ま
で
は
、
洞
院
家
に
お
け
る
太
政
大
臣
所
用
の
車
二
種
を
描
い
た
も
の
で
、
あ
え
て
名
付
け
る

と
す
れ
ば
『
洞
院
家
太
政
大
臣
車
絵
』
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
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忘れられた車図
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図8　『車絵』橿榔庇車説明書き

（
二
）
横
榔
庇
車
に
つ
い
て

　
つ
ぎ
に
、
第
七
紙
以
降
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
七
紙
か
ら
第

九
紙
に
は
、
檀
榔
庇
車
の
説
明
書
き
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
（
図
8
）
。

『
西
園
寺
家
車
図
』
も
、
太
政
大
臣
昇
進
後
に
乗
用
す
る
車
と
し

て
、
「
網
代
車
」
図
・
「
雨
眉
網
代
庇
車
」
図
と
と
も
に
「
雨
眉

濱
榔
庇
車
」
図
（
参
考
図
F
）
を
掲
げ
て
お
り
、
こ
こ
に
横
榔
庇

車
の
説
明
書
き
が
貼
り
継
が
れ
て
い
る
こ
と
自
体
は
不
思
議
で
は

　
（
1
7
）

な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
洞
院
家
所
用
の
も
の
で
は
な
く
、
表
題

の
右
肩
に
あ
る
注
記
に
よ
れ
ば
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
一
〇

月
二
〇
日
、
同
月
三
日
に
摂
政
を
辞
し
た
前
太
政
大
臣
近
衛
兼
経

が
兵
侯
を
賜
り
、
そ
の
拝
賀
に
あ
た
っ
て
乗
用
し
た
横
榔
庇
車
に

関
す
る
説
明
書
き
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
突
如
近
衛
家
所
用
の
車

に
関
す
る
記
載
が
出
現
す
る
こ
と
に
は
、
違
和
感
を
感
じ
ざ
る
を

得
な
い
。

　
近
衛
兼
経
所
用
の
横
榔
庇
車
の
説
明
書
き
は
、
表
題
の
右
肩
に

「
岡
屋
殿
図
」
と
あ
り
、
本
来
絵
図
と
一
具
の
も
の
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
一
つ
書
き
で
記
さ
れ
、
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’
　
雪
F

ボー＝：

参考図F　『西園寺家車図』雨眉横榔庇車

「
網
代
車
」
図
の
直
前
に
あ
る
説
明
書
き
（
図
3
）
と
同
様
の
形
式

を
持
っ
て
お
り
、
つ
ぎ
に
絵
図
が
貼
り
継
が
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
書
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

は
こ
れ
に
対
応
す
る
絵
図
が
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
形
式
の
点
か
ら
は
こ
の
第
九
紙
ま
で
が

「
車
絵
図
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
内
容
か

ら
み
れ
ば
、
第
一
〇
紙
以
降
の
記
録
の
抄
出
も
、
横
榔
庇
車
に
関

す
る
も
の
ば
か
り
で
、
こ
の
説
明
書
き
と
無
関
係
の
も
の
で
は
な

い
。

　
そ
こ
で
、
第
一
〇
紙
か
ら
第
一
五
紙
に
お
よ
ぶ
記
録
の
抄
出
に

つ
い
て
見
て
み
る
と
、
お
お
ま
か
に
二
つ
に
わ
か
れ
て
い
る
。
第

一
三
紙
ま
で
は
、
大
殿
こ
と
前
関
白
太
政
大
臣
藤
原
忠
実
が
、
天

承
元
年
（
一
＝
二
一
）
＝
月
に
随
身
兵
伎
を
許
さ
れ
て
か
ら
保

延
六
年
（
＝
四
〇
）
一
〇
月
に
出
家
す
る
ま
で
の
間
に
乗
用
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
　
　
　
（
2
0
）

た
横
榔
庇
車
に
関
す
る
記
事
で
、
「
中
右
記
」
・
「
知
信
記
」
・
「
信

　
　
　
　
　
（
2
1
）

範
記
」
・
「
宇
椀
記
」
か
ら
の
抄
出
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
＝
二
紙

の
末
尾
以
降
は
、
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
近
衛
家
実
の
摂
政
拝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

賀
に
関
す
る
「
御
車
記
鴨
居
殿
預
本
」
か
ら
の
抄
出
と
、
先
述
の
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近
衛
兼
経
の
兵
侯
拝
賀
お
よ
び
直
衣
始
に
関
す
る
「
記
事
」
の
抄
出
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
第
七
紙
以
後
は
す
べ
て
、
横
榔
庇
車
に
関
す
る
摂
関
家
由
来
の
史
料
を
ま
と
め
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
も
の
が
、
さ
き
の
『
洞
院
家
太
政
大
臣
車
絵
』
に
貼
り
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
制
作
者
お
よ

び
伝
来
に
深
く
か
か
わ
る
の
で
、
節
を
か
え
て
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。

（
三
）
制
作
者
と
そ
の
意
図

忘れられた車図

　
本
書
の
制
作
者
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
ま
ず
、
近
衛
家
の
文
庫
で
あ
る
陽
明
文
庫
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
近
衛
家
の
人
物
が
制

作
に
関
与
し
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
洞
院
家
の
車
を
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
洞
院
家
の
人
物
が
制
作
に
関
わ
っ
た
と
も
考

え
得
る
。

　
こ
こ
で
、
注
意
す
べ
き
は
、
『
車
絵
』
の
文
字
が
、
後
世
の
筆
に
か
か
る
二
ヶ
所
の
注
記
を
除
け
ば
、
一
筆
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
筆
跡
が
重
要
な
手
が
か
り
の
一
つ
と
な
る
。
料
紙
や
書
風
な
ど
か
ら
は
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

の
成
立
と
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
の
時
代
の
両
家
の
人
物
と
筆
跡
を
照
合
し
て
み
た
。
す
る
と
、
自
筆
書
状
の
筆
跡
と
の
一
致
か
ら
、
筆
者

は
洞
院
実
泰
（
一
二
七
〇
～
＝
二
二
七
）
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
別
の
史
料
か
ら
筆
者
が
実
泰
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
よ
う
。

　
洞
院
実
泰
の
自
筆
書
状
と
し
て
確
認
で
き
る
も
の
は
、
既
に
何
度
か
触
れ
た
『
車
輿
等
書
』
に
収
め
ら
れ
る
四
通
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
勘
返
状
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
車
輿
等
書
』
に
は
洞
院
実
泰
の
手
許
に
残
さ
れ
た
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

な
か
に
、
以
下
の
西
園
寺
公
衡
書
状
が
含
ま
れ
て
い
る
。
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車
図
返
給
候
了
、
建
長
図
加
一
見
返
進
候
、
此
一
枚
与
大
旨
無
相
違
候
、
誠
庇
車
に
て
候
け
り
、
但
此
東
山
の
ハ
簾
蘇
芳
に
て
候
、

　
　
此
建
長
の
ハ
青
候
歎
、
是
そ
相
違
候
、
又
当
家
図
袖
二
立
縁
不
候
、
尤
以
不
審
候
、
如
此
事
依
時
少
々
無
四
度
計
事
等
多
候
ら
ん
、

　
　
又
図
誤
事
も
候
覧
と
覚
候
、
一
巻
相
構
早
速
被
成
立
候
て
、
可
被
免
一
見
候
、
又
一
巻
依
召
献
覧
之
、
是
も
未
切
瑳
之
間
、
定
僻
事

　
　
等
候
欺
、
正
応
当
職
之
時
者
無
可
出
事
之
間
、
遂
不
乗
用
横
榔
庇
候
き
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
園
寺
公
衡
）

　
　
　
　
　
八
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
本
文
書
は
宛
所
を
欠
く
が
、
さ
き
に
触
れ
た
勘
返
状
と
内
容
的
に
関
連
し
て
お
り
、
こ
れ
も
実
泰
宛
て
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

橿
榔
庇
車
の
絵
図
が
話
題
と
な
っ
て
お
り
、
「
東
山
の
」
は
東
山
禅
閤
こ
と
九
条
道
家
所
用
の
横
榔
庇
車
図
を
、
「
建
長
図
」
と
は
近
衛
兼

経
所
用
の
横
榔
庇
車
図
を
指
し
て
い
る
。
「
当
家
」
と
は
も
ち
ろ
ん
西
園
寺
家
の
こ
と
で
、
「
当
家
図
袖
二
立
縁
不
候
、
」
と
の
記
述
は
、

『
西
園
寺
家
車
図
』
所
載
の
「
雨
眉
横
榔
庇
車
」
図
（
参
考
図
F
）
の
絵
様
と
合
致
す
る
。
「
正
応
当
職
」
と
は
、
濱
榔
庇
車
が
太
政
大
臣

の
乗
用
す
る
車
で
あ
る
の
で
、
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
一
二
月
に
太
政
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
、
翌
年
一
二
月
に
辞
退
し
た
西
園
寺
実
兼
の

こ
と
を
指
す
と
わ
か
る
。
結
局
、
こ
の
と
き
実
兼
は
檀
榔
庇
車
に
乗
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
実
泰
が
公
衡
に
横
榔
庇
車
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
し
た
ら
、
そ
の
契
機
は
、
実
泰
自
身
が
太
政
大
臣
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
勘
案
す
る

と
、
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
六
月
、
実
泰
の
父
公
守
が
洞
院
家
と
し
て
初
め
て
太
政
大
臣
に
昇
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
公
衡
は

実
泰
の
五
歳
年
長
で
、
こ
の
時
公
衡
は
右
大
臣
、
実
泰
が
権
大
納
言
で
あ
っ
た
。
書
札
礼
も
こ
の
関
係
に
叶
っ
て
お
り
、
こ
の
書
状
は
正

安
元
年
の
も
の
と
み
て
大
過
な
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
公
守
の
太
政
大
臣
就
任
に
伴
い
、
横
榔
庇
車
造
立
の
必
要
が
生
じ
、
そ
の
準
備
の
一

環
と
し
て
横
榔
庇
車
の
絵
図
を
作
製
す
る
た
め
、
一
門
で
あ
り
、
太
政
大
臣
を
輩
出
し
て
い
た
西
園
寺
家
の
事
例
を
尋
ね
た
や
り
と
り
の

う
ち
の
一
通
が
さ
き
の
文
書
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
実
泰
は
、
西
園
寺
家
以
外
に
も
諸
方
に
尋
ね
て
、
横
榔
庇
車
に
関
す
る
記
述
を
載
せ
る
記
録
を
蒐
集
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
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横
榔
庇
車
が
太
政
大
臣
の
乗
用
で
あ
る
た
め
、
西
園
寺
家
の
ほ
か
に
は
摂
関
家
に
尋
ね
た
こ
と
も
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
な
か
で

実
泰
は
、
『
車
絵
』
の
第
七
紙
以
後
に
み
え
る
横
榔
庇
車
の
説
明
書
き
や
、
関
連
記
事
を
有
す
る
記
録
も
し
く
は
そ
の
抄
出
を
入
手
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
だ
が
、
公
守
は
在
職
わ
ず
か
四
ヶ
月
で
太
政
大
臣
を
辞
し
て
お
り
、
結
局
は
実
兼
の
場
合
と
同
様
、
横
榔
庇
車
が
作
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
洞
院
家
の
横
榔
庇
車
の
絵
図
も
描
か
れ
ぬ
ま
ま
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
実
泰
が
車
の

絵
図
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
自
家
所
用
の
網
代
車
・
雨
眉
車
の
あ
と
に
貼
り
継
ぐ
べ
き
横
榔
庇
車
の
絵
図
を
欠
き
、
か
わ
り
に
入
手

し
た
摂
関
家
（
近
衛
家
）
所
用
の
横
榔
庇
車
の
記
録
を
貼
り
継
い
で
お
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
本
書
は
、
洞
院
公
守
が
太
政
大
臣
に
昇
進
し
た
正
安
元
年
を
さ
ほ
ど
下
ら
な
い
時
期
に
、
公
守
の
子
実
泰
に
よ
っ

て
ま
と
あ
ら
れ
た
も
の
で
、
同
家
の
太
政
大
臣
が
所
用
す
る
車
を
図
示
し
て
説
明
書
き
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
さ
き
に
六
紙
ま
で
に
つ
い
て
を
『
洞
院
家
太
政
大
臣
車
絵
』
と
仮
称
し
た
が
、
本
書
全
体
に
つ
い
て
用
い
る
こ
と
も
可

能
で
あ
ろ
う
。

忘れられた車図

（
四
）
伝
　
来

　
本
章
の
最
後
に
、
洞
院
家
と
牛
車
に
関
す
る
史
料
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
こ
と
で
、
本
書
の
伝
来
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
た
い
。

洞
院
家
に
牛
車
に
関
す
る
史
料
が
少
な
か
ら
ず
蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
洞
院
実
煕
が
『
蛙
抄
』
を
著
し
て
い
る
こ
と
か
ら
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
実
煕
が
牛
車
に
つ
い
て
の
著
作
を
残
し
て
い
た
こ
と
が
、
室
町
時
代
後
期
の
公
卿
．
三
条
西
実
隆
（
一
四
五
五
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
五
三
七
）
の
日
記
『
実
隆
公
記
』
か
ら
知
ら
れ
る
。
同
記
長
享
三
年
八
月
三
日
条
に
「
車
抄
自
中
院
送
賜
、
可
書
写
者
也
、
」
と
あ
り
、
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実
隆
が
「
車
抄
」
を
中
院
通
秀
（
一
四
二
八
～
九
四
）
か
ら
借
り
受
け
た
こ
と
が
見
え
る
。
そ
し
て
、
同
九
月
二
日
条
に
「
今
日
車
秘
抄

立
筆
、
」
と
あ
り
、
八
日
条
に
「
車
抄
洞
院
抄
也
、
傍
口
写
仙
駕
秘
録
、
終
書
功
、
」
と
見
え
、
七
日
間
で
書
写
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
牛
車

に
関
す
る
抄
物
は
、
洞
院
家
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
仙
駕
秘
録
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
・
解
さ
・
に
・
同
記
紙
背
文
書
長
享

三
年
八
月
五
日
条
裏
の
妙
益
（
中
院
通
秀
）
書
状
に
「
先
度
承
候
車
抄
、
是
者
随
分
秘
蔵
に
て
候
へ
共
、
入
見
参
候
、
故
洞
院
被
造
之
物

候
、
侃
世
間
不
流
布
候
歎
、
返
々
不
可
被
許
外
見
候
、
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
実
煕
の
著
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
「
仙
駕
秘
録
」
と

『
蛙
抄
』
車
輿
部
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
り
、
あ
る
い
は
同
じ
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

ま
歌
洞
院
家
に
讐
．
南
北
朝
時
代
に
蒐
集
さ
れ
た
史
料
の
一
部
実
ま
か
に
類
別
編
集
し
た
『
洞
院
六
巻
難
記
』
と
い
う
史
料

が
あ
る
。
そ
の
巻
三
の
う
ち
関
白
兵
杖
の
項
は
「
不
知
記
」
お
よ
び
「
信
範
記
」
の
抄
出
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
両
者
は
さ
き
の
横
榔
庇

車
に
関
す
る
記
録
の
抄
出
の
う
ち
の
「
知
信
記
」
お
よ
び
「
信
範
記
」
を
完
全
に
含
み
こ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
「
知
信
記
」
天
承
元
年
の

記
事
は
逸
文
で
あ
り
、
本
書
す
な
わ
ち
『
車
絵
』
と
『
洞
院
六
巻
部
類
記
』
以
外
に
は
記
文
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
「
中
右
記
」

に
つ
い
て
も
、
当
該
箇
所
を
含
む
藤
原
忠
実
の
兵
杖
拝
賀
に
つ
い
て
抄
出
し
た
鎌
倉
時
代
の
写
本
が
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
に
存
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

が
、
こ
れ
も
洞
院
家
旧
蔵
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
横
榔
庇
車
に
関
す
る
記
録
の
抄
出
の
も
と
と
な
る
べ
き
写
本
が
実
泰
の
手

許
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
証
左
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
本
書
の
筆
者
が
洞
院
実
泰
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
洞
院
家
は
実
泰
の
後
、
公
賢
、
実
夏
、
公
定
、
満
季
、
実
煕
と
続
い
て
室
町
時
代
中
期
に
至
る
が
、
実
煕
の
子
公
数
は
後
嗣
の
な
い
ま

ま
に
出
家
し
、
同
家
は
断
絶
し
た
。
公
数
は
『
園
太
暦
』
を
中
院
通
秀
に
譲
っ
た
の
を
は
じ
め
、
家
伝
の
記
録
・
文
書
類
を
売
却
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
で
散
侠
さ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
陽
明
文
庫
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
洞
院
実
煕
の
筆
に
か
か
る
『
政
部
類
記
』
三
巻
な
ど
洞
院

家
旧
蔵
書
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
公
数
の
出
家
と
と
も
に
解
体
し
た
洞
院
家
の
文
庫
の
旧
蔵
書
の
一
部
は
、
あ
る

時
期
に
近
衛
家
の
架
蔵
に
帰
し
た
の
で
あ
り
、
本
書
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に
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本
稿
で
は
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
と
関
係
の
深
い
陽
明
文
庫
所
蔵
『
納
言
大
将
車
絵
様
』
お
よ
び
『
車
絵
』
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て

き
た
。
そ
の
結
果
、
『
納
言
大
将
車
絵
様
』
は
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
が
ま
と
め
ら
れ
る
以
前
に
存
在
し
た
同
家
所
用
の
車
の
絵
図
で
あ
り
、

『
西
園
寺
家
車
図
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
絵
図
よ
り
も
正
し
い
図
様
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
『
車
絵
』
は
、
『
洞

院
家
太
政
大
臣
車
絵
』
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
『
納
言
大
将
車
絵
様
』
は
『
西
園
寺
家
車
図
』
が
ま
と
め
ら
れ
る
際
に
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
西
園
寺
家

の
車
図
と
し
て
は
、
ま
っ
た
く
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
も
う
一
方
の
『
車
絵
』
に
つ
い
て
も
、
太
政
大
臣
所
用

の
車
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
一
つ
書
き
形
式
の
説
明
書
き
と
絵
図
と
を
組
み
合
わ
せ
た
整
っ
た
形
を
持
ち
、
成
立
も
鎌
倉
時
代
に
ま

で
遡
る
た
め
、
牛
車
の
図
と
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
断
絶
し
た
洞
院
家
の
車
の
絵
図
で
あ
っ
た
こ
と
も

与
り
、
ほ
と
ん
ど
注
目
を
浴
び
な
か
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
車
図
を
、
忘
れ
ら
れ
た
車
図
と
呼
ん
だ
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
な
か
で
、
鎌
倉
時
代
に
は
、
西
園
寺
・
九
条
両
家
以
外
に
洞
院
家
や
近
衛
家
に
、
そ
し
て
南
北
朝
時
代
に
は
徳
大

寺
家
に
も
、
車
の
絵
図
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
特
定
の
時
期
に
特
定
の
人
物
が
所
用

し
た
牛
車
を
描
い
た
も
の
で
、
単
独
の
一
図
と
い
う
形
状
を
と
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
紹
介
し
た
『
車
絵
』
は
、

『
西
園
寺
家
車
図
』
に
つ
な
が
る
、
絵
図
と
説
明
書
き
を
交
互
に
載
せ
、
な
ん
ら
か
の
編
集
意
図
に
も
と
つ
い
て
複
数
の
絵
図
を
配
列
し

た
有
職
書
的
な
車
図
の
嗜
矢
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
西
園
寺
公
衡
の
書
状
に

み
る
と
お
り
、
鎌
倉
時
代
後
期
、
洞
院
・
西
園
寺
両
家
の
あ
い
だ
で
車
の
絵
図
を
相
互
に
貸
借
し
、
さ
ら
に
摂
関
家
か
ら
も
借
用
す
る
と

い
う
動
き
が
存
在
し
た
。
各
家
の
あ
い
だ
の
共
通
点
と
相
違
点
と
を
意
識
す
る
な
か
で
、
有
職
書
的
な
車
図
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
な
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の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
な
か
で
、
西
園
寺
・
九
条
両
家
の
車
図
が
江
戸
時
代
に
流
布
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
は
、
史
料
残
存
の
偶
然
と

い
う
要
素
が
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
実
は
、
洞
院
家
の
車
図
は
、
こ
の
ほ
か
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
車
輿
等
書
』
に
収
め
ら
れ
て
の
こ
っ
て
お
り
、
太
政
大
臣
乗
用
の
車
の
絵

図
の
み
が
作
製
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
洞
院
家
に
は
『
西
園
寺
家
車
図
』
の
成
立
に
先
立
っ
て
種
々
の
車
を
網
羅
し
、
整
っ
た
形

式
を
有
す
る
車
図
が
存
在
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
が
現
在
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
る
際
に
、
そ
れ
が
参
看
さ
れ
て

手
本
と
も
い
う
べ
き
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
も
考
え
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
車
輿
等
書
』
の
分
析
を
行
な
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
牛
車
の

研
究
を
す
る
う
え
で
、
最
も
良
質
の
史
料
と
見
な
し
う
る
洞
院
家
の
車
図
の
復
元
を
試
み
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
を
次
の

課
題
と
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
た
い
。
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註
（
1
）
　
徳
仁
親
王
・
木
村
真
美
子
「
『
西
園
寺
家
車
図
』
諸
本
の
研

　
究
－
附
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
九
条
本
『
西
園
寺
家
車
図
』
翻
刻
1
」

　
（
『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
一
一
号
、
二
〇
〇
一
年
。
以
下
、

　
前
稿
と
す
る
）
。
現
在
、
学
習
院
大
学
史
料
館
に
は
、
昨
年
＝

　
月
に
古
書
店
よ
り
購
入
し
た
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
飛
鳥
井

　
雅
豊
書
写
の
『
西
園
寺
家
車
図
」
・
『
九
条
家
車
図
』
各
一
巻
二
軸

　
も
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。
前
稿
発
表
時
に
は
、
飛
鳥
井
雅
豊
の
手
に

　
な
る
写
本
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
親
本
と
し
た
転
写
本
の

　
存
在
す
る
こ
と
か
ら
推
測
し
て
い
た
が
、
所
在
の
確
認
に
は
至
っ

　
て
い
な
か
っ
た
。
な
お
、
同
書
の
概
要
は
改
め
て
紹
介
す
る
。
ま

　
た
、
本
稿
で
『
西
園
寺
家
車
図
』
と
表
記
す
る
の
は
、
前
稿
で
指

　
摘
し
た
よ
う
に
、
西
園
寺
家
所
用
の
牛
車
八
図
お
よ
び
説
明
書
き

　
を
有
す
る
本
で
、
室
町
時
代
末
期
の
成
立
に
か
か
る
も
の
を
指
す

　
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
先
行
す
る
で
あ
ろ
う
個
別
の
車
図
を
意
味

　
し
な
い
。

（
2
）
　
架
蔵
番
号
七
／
三
九
。
『
車
輿
等
書
』
に
つ
い
て
は
前
稿
の

　
註
（
9
）
に
も
記
し
た
が
、
持
明
院
家
旧
蔵
で
、
牛
車
の
図
以
外

　
に
西
園
寺
公
衡
と
洞
院
実
泰
と
の
勘
返
状
、
二
条
兼
基
の
書
状
を

　
は
じ
め
と
す
る
鎌
倉
後
期
の
公
卿
の
牛
車
に
つ
い
て
の
問
答
・
記



忘れられた車図

録
の
抄
出
な
ど
牛
車
故
実
に
関
す
る
多
様
な
史
料
を
集
め
た
も
の

　
で
あ
る
。
一
説
に
、
室
町
時
代
の
写
本
と
さ
れ
る
。
現
在
は
巻
子

　
＝
一
軸
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
『
車
輿
等

書
』
と
呼
ん
で
い
る
。
同
書
は
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
の
み
な
ら
ず
、

『
九
条
家
車
図
』
に
収
め
る
牛
車
の
図
の
一
部
、
あ
る
い
は
『
公

清
公
記
』
所
載
の
車
図
ま
で
も
含
ん
で
お
り
、
中
世
に
お
け
る
牛

車
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、
最
も
注
目
す
べ
き
史
料
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
分
量
が
多
い
た
め
、
本
稿
で
は
『
西
園
寺
家
車

　
図
』
お
よ
び
今
回
紹
介
す
る
両
書
と
の
関
連
で
若
干
の
言
及
を
す

　
る
に
と
ど
め
、
そ
の
全
面
的
な
紹
介
や
考
察
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
3
）
　
架
蔵
番
号
は
そ
れ
ぞ
れ
、
二
四
二
九
二
・
二
四
二
九
三
。

（
4
）
　
自
筆
本
。
架
番
号
は
S
O
O
七
三
／
三
。
こ
の
『
公
清
公
記
」

　
所
載
の
車
図
に
つ
い
て
は
、
藤
原
重
雄
氏
が
『
日
本
歴
史
』
六
三

　
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
の
口
絵
で
紹
介
し
、
そ
の
後
、
同
氏
に
よ

　
る
「
記
録
に
貼
り
継
が
れ
た
絵
図
－
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵

　
『
徳
大
寺
公
清
公
記
』
所
収
「
車
絵
図
」
を
中
心
に
ー
」
（
『
M
U

　
S
E
U
M
』
五
七
五
号
、
二
〇
〇
一
年
）
で
詳
述
さ
れ
た
。

（
5
）
　
『
蛙
抄
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
徳
大
寺
本
〔
一
五

　
／
一
／
八
〕
）
車
輿
部
（
以
下
、
本
稿
で
『
蛙
抄
』
と
い
う
と
き

　
に
は
、
す
べ
て
車
輿
部
を
さ
す
た
め
、
い
ち
い
ち
断
ら
な
い
）
・

　
車
文
の
項
に
「
靹
絵
麺
艀
卿
蘇
鯛
孜
副
覗
松
聡
松
嫡
」
と
あ
る
。

（
6
）
　
『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
公
経
は
承
久
元
年
＝
月
＝
二

　
日
、
実
氏
は
貞
応
元
年
八
月
一
六
日
、
公
相
は
建
長
二
年
一
二
月

　
二
四
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
右
大
将
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
7
）
　
『
蛙
抄
」
の
「
半
蔀
車
」
の
項
に
「
大
臣
大
将
等
用
之
、
上

　
皇
又
令
用
給
欺
、
大
臣
以
下
号
半
蔀
始
有
刷
儀
、
」
と
あ
る
。

（
8
）
　
「
半
蔀
車
記
録
抄
出
」
で
は
、
こ
の
部
分
は
「
故
入
道
殿
御

　
車
物
見
下
如
屋
形
上
小
靹
絵
也
、
而
若
年
之
時
、
猶
可
為
大
靹
絵

　
之
由
、
大
臣
殿
有
仰
、
大
臣
殿
御
時
御
車
有
絵
様
、
而
求
失
、
侃

　
如
此
、
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
大
臣
殿
御
時
御
車
有
絵
様
、
而
求

　
失
、
」
の
部
分
は
、
本
来
割
注
だ
と
思
わ
れ
る
。
西
園
寺
公
相
は

　
文
永
四
年
父
実
氏
に
先
ん
じ
て
亡
く
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
登
場

　
す
る
「
故
入
道
殿
」
は
祖
父
公
経
を
、
「
大
臣
殿
」
は
実
氏
を
指

　
す
。
「
貞
応
御
車
」
の
記
述
が
な
い
の
は
、
製
作
さ
れ
た
車
絵
が

　
す
で
に
建
長
年
間
に
失
な
わ
れ
て
い
た
た
あ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
9
）
　
『
車
輿
等
書
」
所
収
「
忠
広
記
」
は
、
承
久
元
年
一
一
月
二

　
四
日
に
公
経
、
貞
応
元
年
九
月
八
日
に
実
氏
の
網
代
始
が
行
な
わ

　
れ
た
こ
と
を
記
す
。
「
忠
広
記
」
は
、
西
園
寺
公
経
の
家
司
⊥
局

　
階
忠
広
の
日
記
で
、
東
山
御
文
庫
本
「
相
国
拝
賀
部
類
記
」
（
勅

　
封
一
六
三
－
四
二
。
『
東
山
御
文
庫
御
物
』
四
〔
毎
日
新
聞
社
、

　
二
〇
〇
〇
年
〕
一
〇
〇
～
一
〇
一
、
二
七
三
～
二
七
四
頁
。
釈
文

　
は
『
大
日
本
史
料
』
第
五
編
之
一
、
五
九
一
～
五
九
四
頁
。
な
お
、
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『
大
日
本
史
料
』
は
『
東
山
御
文
庫
記
録
』
丙
六
を
出
典
と
す
る
）

　
に
は
「
階
忠
記
」
の
名
で
、
貞
応
元
年
八
月
＝
二
日
・
一
四
日
・

　
一
五
日
条
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
公
衡
公
記
』
正
応
二

　
年
正
月
一
八
日
条
に
、
公
衡
の
父
で
当
時
右
大
将
で
あ
っ
た
実
兼

　
の
半
蔀
車
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
忠
広
の
記
録
を
参
照
し
た
こ

　
と
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
『
仙
洞
御
移
徒
部
類
記
」
（
図
書

　
寮
叢
刊
）
の
目
録
に
よ
れ
ば
、
後
鳥
羽
院
移
徒
の
項
に
「
忠
広
記
」

　
が
引
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

（
1
0
）
　
前
稿
で
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
九
条
本
『
西
園
寺
家
車
図
』

　
を
紹
介
し
、
そ
の
図
版
を
掲
載
し
た
が
、
今
回
は
、
九
条
本
と
ほ

　
ぼ
同
時
期
に
近
衛
信
ヂ
が
作
成
し
た
陽
明
文
庫
所
蔵
『
西
園
寺
家

　
車
図
』
の
図
版
を
掲
載
す
る
。

（
1
1
）
　
前
註
（
4
）
藤
原
論
文
。

（
1
2
）
　
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
の
伝
本
は
い

　
く
つ
か
の
系
統
に
分
類
で
き
る
が
、
「
納
言
大
将
半
蔀
車
」
図
に

　
は
、
物
見
の
上
に
靹
絵
文
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
い
な
い
も
の

　
と
が
あ
る
。
諸
伝
本
の
う
ち
陽
明
文
庫
本
や
九
条
本
な
ど
の
古
態

　
を
と
ど
め
る
グ
ル
ー
プ
は
靹
絵
文
を
描
い
て
お
り
、
こ
こ
に
見
え

　
る
よ
う
な
墨
に
よ
る
抹
消
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
1
3
）
　
こ
の
雨
眉
車
の
車
内
絵
に
つ
い
て
、
第
二
図
に
右
方
の
絵
が

　
見
え
て
い
る
の
で
、
見
え
て
い
な
い
左
方
の
絵
を
第
三
図
と
し
て

　
別
に
描
い
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、
立
板
に
は
唐
絵
で
、

　
左
の
前
は
春
、
同
後
は
冬
、
右
の
前
は
夏
、
同
後
は
秋
の
景
色
が

　
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
先
に
見
た
『
蛙
抄
』
の

　
記
述
と
一
致
す
る
と
と
も
に
、
第
二
・
三
図
の
連
続
性
を
示
す
も

　
の
と
い
え
よ
う
。

（
1
4
）
　
前
稿
注
（
1
1
）
で
、
こ
の
図
を
洞
院
家
で
作
成
さ
れ
た
も
の

　
と
判
断
す
る
際
に
、
第
一
図
の
注
記
「
当
家
大
臣
時
網
代
車
也
、
」

　
を
根
拠
と
し
た
の
は
失
考
で
あ
っ
た
。

（
1
5
）
　
『
蛙
抄
』
に
「
画
扇
穫
聡
訟
凍
用
之
嫡
之
外
」
と
あ
る
。
ま
た
、

　
室
町
時
代
初
期
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
『
立
車
記
』
（
宮
内
庁

　
書
陵
部
所
蔵
松
岡
本
〔
二
〇
八
1
＝
二
二
三
〕
）
に
も
「
車
文
事
」

　
と
し
て
、
「
洞
院
　
扇
　
檜
扇
　
藤
菱
」
と
見
え
て
い
る
。

（
1
6
）
　
す
る
と
、
第
一
図
右
傍
の
注
記
と
は
齪
薦
す
る
。
し
か
し
、

　
注
記
者
が
不
明
で
あ
る
現
時
点
に
お
い
て
の
性
急
な
判
断
は
差
控

　
え
た
い
。

（
1
7
）
　
た
だ
し
、
『
西
園
寺
家
車
図
』
の
「
雨
眉
横
榔
庇
車
」
図
に

　
は
、
西
園
寺
実
氏
が
建
長
五
年
に
乗
用
し
た
車
の
図
で
あ
る
と
の

　
注
記
が
あ
る
が
、
一
つ
書
き
形
式
の
説
明
書
き
は
収
め
ら
れ
て
い

　
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
近

（
1
8
）
　
『
車
輿
等
書
』
所
収
「
書
出
常
磐
井
入
道
相
国
図
」
に
「
口

衛
〕口

家
号
横
榔
庇
乗
用
多
分
此
車
也
、
」
と
傍
書
さ
れ
る
図
が
あ
り
、
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忘れられた車図

　
こ
れ
が
対
応
す
る
図
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
、
今

後
『
車
輿
等
書
』
に
つ
い
て
検
討
す
る
な
か
で
触
れ
た
い
。

（
1
9
）
　
「
中
右
記
」
天
承
元
年
＝
月
二
五
日
条
を
見
る
と
、
忠
実

　
の
兵
杖
拝
賀
の
慶
び
申
し
で
乗
用
し
た
橿
榔
庇
車
を
「
是
今
案
御

　
車
也
、
」
と
し
て
い
る
。
一
条
兼
良
の
手
に
な
る
『
桃
華
蘂
葉
』

　
の
「
横
榔
庇
」
の
項
に
も
「
大
閤
之
時
乗
之
、
此
車
知
足
院
殿
長

　
承
比
始
而
廻
意
巧
令
造
給
、
」
（
天
承
二
年
が
長
承
元
年
に
あ
た
る
）

　
と
あ
り
、
室
町
時
代
後
期
に
お
い
て
も
、
横
榔
庇
車
が
忠
実
の
創

　
案
に
な
る
こ
と
を
正
し
く
伝
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
2
0
）
　
こ
こ
に
引
用
さ
れ
る
「
知
信
記
」
の
う
ち
天
承
元
年
の
記
事

　
は
、
逸
文
と
思
わ
れ
る
。
翌
天
承
二
年
の
記
事
は
、
正
月
の
朝
観

　
行
幸
、
二
月
の
法
成
寺
御
塔
供
養
、
四
月
の
賀
茂
祭
の
時
の
事
例

　
で
あ
る
。

（
2
1
）
　
「
信
範
記
」
、
「
宇
椀
記
」
の
抜
書
き
は
、
保
延
五
年
一
〇
月

　
＝
日
の
石
清
水
八
幡
宮
参
詣
及
び
同
月
二
三
日
の
賀
茂
社
参
詣

　
の
記
事
で
あ
り
、
「
宇
椀
記
」
の
記
事
は
逸
文
で
あ
る
。
さ
ら
に

　
「
宇
椀
記
」
の
抜
書
き
は
、
『
九
条
家
車
図
』
お
よ
び
『
車
輿
等
書
』

　
所
収
「
書
出
但
如
此
注
文
ト
記
ス
モ
ノ
」
と
題
す
る
巻
に
も
載
せ

　
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
保
延
五
年
十
月
八
幡
賀
茂
詣
日
有
絵

　
様
」
と
あ
る
。
ま
た
、
『
車
絵
』
所
引
の
「
宇
棉
記
」
の
末
尾
に

　
も
「
同
御
車
図
　
在
本
記
、
大
略
同
建
長
絵
図
、
傍
略
之
、
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
「
宇
椀
記
」
に
は
記
事
以
外
に
も
絵
図
が
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
玉
蘂
』
嘉
禎
三
年
三
月
二
八
日
条
に
は
、

近
衛
兼
経
が
九
条
道
家
に
、
横
榔
庇
の
絵
図
が
な
い
た
め
、
保
延

八
幡
指
図
（
つ
ま
り
、
「
宇
椀
記
」
の
こ
の
記
事
）
を
参
考
に
橿

　
榔
庇
車
を
造
っ
た
の
だ
と
語
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
2
2
）
　
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
鴨
居
殿
は
、
『
玉
蘂
』
嘉
禎
三
年
三
月

　
一
〇
日
条
、
『
勘
仲
記
』
建
治
元
年
＝
月
四
日
・
同
三
年
三
月

　
二
七
日
条
な
ど
を
参
看
す
れ
ば
、
藤
原
氏
の
氏
長
者
の
地
位
に
付

　
随
す
る
も
の
な
の
で
、
「
鴨
居
殿
預
本
」
と
は
摂
関
家
の
蔵
本
だ

　
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

（
2
3
）
　
洞
院
実
泰
の
自
筆
が
確
認
さ
れ
る
も
の
は
『
車
輿
等
書
』
以

　
外
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
東
山
御
文
庫
本
「
洞
院
実
泰
力
勘
奏

　
案
」
（
勅
封
＝
二
〇
1
七
六
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
）
は
、

　
自
筆
の
可
能
性
が
高
い
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
く

　
東
山
御
文
庫
本
「
朝
観
行
幸
部
類
」
（
勅
封
＝
二
〇
1
五
八
。
『
東

　
山
御
文
庫
御
物
』
四
、
三
〇
～
三
一
頁
）
に
も
同
一
と
思
わ
れ
る

　
筆
跡
が
見
え
て
い
る
。

（
2
4
）
　
江
戸
時
代
中
～
後
期
の
公
卿
・
柳
原
紀
光
（
一
七
四
六
～
一

　
八
〇
〇
）
の
著
で
あ
る
『
砂
巌
』
（
図
書
寮
叢
刊
）
の
う
ち
に

　
「
仙
駕
秘
録
一
巻
之
内
ヨ
リ
書
之
、
」
と
傍
書
す
る
「
四
方
輿
事
」

　
な
る
記
述
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
書
に
は
牛
車
の
み
な
ら
ず
輿
に
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つ
い
て
の
記
述
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

　
紀
光
は
、
三
条
西
家
本
を
多
数
書
写
し
て
い
る
の
で
、
実
隆
の
書

　
写
し
た
本
を
転
写
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
2
5
）
　
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
藤
波
本
『
洞
院
六
巻
部
類
記
』
（
函
号

　
二
一
七
－
四
三
三
）
。
同
書
に
つ
い
て
は
、
『
図
書
寮
典
籍
解
題

　
続
歴
史
篇
』
（
養
徳
社
、
一
九
五
一
年
）
「
洞
院
家
廿
巻
部
類
」
の

　
項
、
お
よ
び
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
『
洞
院
家
廿
巻
部
類
異
同
考

　
附
洞
院
家
六
巻
部
類
』
（
函
号
一
七
六
－
一
六
六
）
を
参
照
。

（
2
6
）
　
東
山
御
文
庫
本
「
中
右
記
抜
書
　
天
承
元
年
十
一
月
前
関
白

　
忠
実
賜
兵
供
随
身
慶
賀
（
藤
原
忠
実
賜
随
身
兵
侯
記
）
」
（
勅
封
一

六
三
－
六
〇
ー
一
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
）
。
同
文
庫
本

収
蔵
の
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
の
写
本
に
洞
院
家
旧
蔵
と
考
え
る
べ

　
き
も
の
が
多
い
こ
と
は
、
『
東
山
御
文
庫
御
物
」
四
の
「
太
政
大

　
臣
西
園
寺
公
守
上
表
写
」
（
勅
封
一
二
〇
1
二
一
）
、
「
行
幸
部
類

　
御
継
文
」
（
勅
封
一
三
〇
1
五
三
）
、
「
朝
観
行
幸
部
類
」
（
勅
封
一

　
三
〇
ー
五
八
）
、
「
行
幸
記
」
（
勅
封
＝
二
〇
ー
五
九
）
、
「
御
幸
始

　
部
類
記
」
（
勅
封
＝
二
〇
1
六
六
）
、
「
御
即
位
儀
」
（
勅
封
一
四
ニ
ー

　
四
六
）
、
「
御
譲
位
記
」
（
勅
封
一
五
七
ー
四
七
）
、
「
譲
位
部
類
記
」

　
（
勅
封
一
五
七
－
四
九
）
、
「
相
国
拝
賀
部
類
記
」
（
勅
封
一
六
三
－

　
四
一
、
四
二
）
の
解
説
を
参
照
。

（
2
7
）
　
洞
院
家
に
つ
い
て
は
、
末
柄
豊
「
西
園
寺
家
文
書
に
つ
い
て
」

　
（
『
遙
か
な
る
中
世
』
一
九
号
、
二
〇
〇
一
年
）
お
よ
び
同
「
洞
院

　
公
数
の
出
家
－
東
山
御
文
庫
本
『
洞
院
家
今
出
川
家
相
論
之
事
』

　
か
ら
ー
」
（
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
一
〔
思
文
閣
出
版
、
二
〇

　
〇
三
年
〕
所
収
、
初
出
は
二
〇
〇
一
年
）
に
詳
し
い
。
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（
付
記
）
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
陽
明
文
庫
お
よ
び
同
文
庫
長
名
和
修
氏
よ
り
全
面
的
な
ご
協
力
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し

ま
す
。



陽
明
文
庫
所
蔵
『
納
言
大
将
車
絵
様
』
・
『
車
絵
』
翻
刻

凡
　
例

陽明文庫所蔵「納言大将車絵様」・『車絵』翻刻

　
使
用
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
。

一　
文
中
に
適
宜
、
読
点
（
、
）
・
並
列
点
（
・
）
を
加
え
た
。

一　
校
訂
注
は
原
本
の
文
字
に
置
き
換
え
る
べ
き
も
の
は
〔
〕
、
参
考
ま
た
は
説
明
の
た
め
の
も
の
は
（
）
で
括
っ
た
。

一　
文
中
の
人
名
に
つ
い
て
は
、
傍
注
を
施
し
た
。

一　
文
字
の
上
に
重
ね
て
別
の
文
字
を
書
い
た
箇
所
は
、
後
に
書
か
れ
た
文
字
を
本
文
と
し
、
そ
の
左
傍
に
・
を
付
し
、
も
と
の
文
字
に

一
×
を
冠
し
て
右
傍
に
注
し
た
。

　
紙
継
目
の
箇
所
に
は
、
行
末
に
」
を
付
し
た
。
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『
納
言
大
将
車
絵
様
』
（
二
四
二
九
二
）

（第1紙）

（
袖
紙
奥
上
貼
紙
）
　
　
〔
車
力
〕

「
口
口
也
口
口
欺

納
言
大
将
車
絵
様
靹
絵
」

承
久
御
車
、
楯
上
井
物
見
下
遠
文

小
靹
絵
網
代
也
、
物
見
上
ハ
無
文
、

半
蔀
角
散
金
物
、

貞
応
御
車
、

建
長
御
車
、
櫓
上
小
靹
絵
遠
文
、

物
見
下
大
靹
絵
也
、
物
見
上
ハ
無
文
、

（
西
園
寺
公
経
）
　
　
　
　
〔
下
脱
〕

故
入
道
殿
御
車
物
見
、
如
屋
形
上
小
靹
絵
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
園
寺
実
氏
）

而
年
若
時
、
猶
可
為
大
靹
絵
由
、
大
臣
殿
有
仰
、

大
臣
殿
御
車
有
絵
様
、
而
求
失
、

傍
如
此
云
々
、

半
蔀
角
黄
金
物
、

」

　　灘，製
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陽明文庫所蔵『納言大将車絵様』・「車絵』翻刻

（第2紙）（第3紙）

承
久
御
車
、
櫓
上
物
見
下
遠
文

小
靹
絵
、
物
見
上
無
文
、

貞
応
御
車
、
櫓
上
物
見
下

大
靹
絵
也
、

」」

踵
警
鶉

才
F
マ
臓
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『
車
絵
』
（
二
四
二
九
三
）

240

（第1紙）（第2紙）

　
　
　
　
　
　
　
　
大
概
不
違
尋
常
大
臣
車
、
但
物
見
上
内
外
共
有
横
連
子
、

　
　
　
網
代
車

　
　
　
　
　
　
　
　
後
日
謁
前
博
陸
之
次
、
語
云
、
執
柄
常
也
、
大
臣
以
前
猶
有
此
連
子
云
々
、

　
　
　
　
　
　
如
例
八
葉
、
無
半
蔀
、
無
開
戸
、
棟
木
、
眉
、
立
端
等
如
例
、

一、　
　
　
　
　
　
物
見
圭
巡
横
端
一
打
亘
之
、
糎
罐
横
端
下
、
醤
後
内
外
共
有
青
横
連
子
、
擁
驚
、

　
　
　
　
　
　
横
連
子
下
横
端
一
打
亘
之
、
鞭
揃
駿
横
端
下
物
見
如
例
、
物
見
下
横
端
不
至
前
後
袖
上
如
例
、

　
　
　
　
　
　
前
後
袖
内
横
連
子
下
横
端
、
々
々
下
無
立
連
子
、
直
有
小
格
子
、
如
例
子
、

　
　
　
　
　
　
棟
ノ
表
白
網
代
無
文
、

一、

ﾔ
代

　
　
　
　
　
　
袖
ノ
表
白
網
代
漆
画
、
物
見
ノ
下
許
例
網
代
青
地
黄
文
也
、

一　

@
　
　
　
　
黒
漆
、
長
物
見
如
例
、

不
審
内
簾
懸
否
事
、

、、、、、

同
下
立
板
　
内
方
黒
漆
如
例
、

金
物
　
内
外
皆
黄
金
物
也
、

下
張

簾
　
　
五
緒
如
例
、

下
簾

、 、

搦鰍

、

田
宜

如
例
、

同
、

黄
金
物
、

」」
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（
異
筆
）

細
「
当
家
大
臣
時
網
代
車
也
、
」

期　
　
　
（
絵
）

　
〔
異
筆
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為

繍
「
雨
眉
車
是
也
、
或
説
網
代
庇
。
同
車
之
由
、
有
沙
汰
云
々
、

働
　
　
　
但
此
儀
猶
不
甘
心
・
号
尼
眉
之
時
者
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
此
車
屋
形
為
奄
棟
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
網
代
庇
之
時
屋
形
如
常
、
物
見
板
上
有
庇
云
々
、
」

　
　
　
（
絵
）

鋤
　
同
車
内
左
方

獅　
　
　
（
絵
）

細
　
同
車
向
方

鄭　
　
　
（
絵
）

」一 一 一
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建
長
四
年
十
月
廿
日
大
閤
時
拝
賀
用
云
々
、

岡
薦
賄
車
束
帯
之
時
甕
　
　
（
x
垂
）

　
　
　
　
　
　
　
直
衣
始
之
時
、
此
車
懸
青
簾
、
同
下
簾
垂
之
、

用
畝
鰍
云
々
、

霜
籠
謙
騰
響
鱗
後
騒
簾
韓
薦
筆
懲
釧
ヅ

　
　
　
　
　
　
　
　
横
連
子
下
横
塑
打
亘
之
、
蛭
纏
横
端
下
物
見
如
例
、
物
見
下
雛
一
巡
打
亘
之
、
醤
援

　
　
　
　
　
　
　
　
前
後
袖
横
連
子
下
横
噸
々
々
下
物
見
巡
有
彩
色
牡
丹
彫
透
文
、
々
々
下
・
有
横
竣
雄
雛
横
端
下
有

　
　
　
　
　
　
　
　
小
格
モ
翻
騨
小
格
子
ノ
面
・
付
小
高
樋
報
前
後
有
開
戸
、
々
各
高
欄
鋼

闇
、
網
代
葉
鶴
穀
臓
頴
醜
購
蛎
鞭
端
切
藤
離
如

鯉
配
響
可
潔
袖
ノ
表
透
文
ノ
下
・
有
雛
、
雄
横
端
ノ
下
不
葺
横
榔
、
不
張
網
代
、
只
以
彩
色
施
画
図
、
牡
母

　
　
一
、
物
見
板
　
古
図
懸
簾
之
間
、
無
此
所
見
、
若
画
五
緒
翠
簾
歎
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
禎
注
文

　　

黶A

ｯ
簾
濃
警
質
紫
編
糸
懇
蒲
竪
縁
紫
覆
組
懸
績

　　

黶A

ｯ
下
内
方
櫨
…
此
所
見
、
但
嘉
禎
図
一
石
黒
漆
在
金
物
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
図
懸
簾
之
間
、

（第9紙）

一、

ｩ
金
物
　
内
外
同
、

一、

ｺ
張

一、一、

ｺ
簾

一、一、

同
尼
眉
、

濃
蘇
芳
竹
、
紫
編
糸
、
錦
縁
七
緒
、

蘇
芳
末
濃
、
如
毛
車
、

京
莚
、
繧
綱
縁
、
如
毛
車
、

平
鰍
、
如
毛
車
、

鰐
惣
三
筋
不
付
簾
裏
縁
蕃
綾
、
創
蕩

」」
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一、

j
一、

k

布
打
交
、

黄
金
物
、

」

陽明文庫所蔵『納言大将車絵様』・『車絵』翻刻

厳中

剣
早
}
旱
萱
今
夕
焔
攣
初
参
雛
一
否
、
騰
．

　
井
中
将
殿
御
共
者
、
去
保
安
元
年
十
一
月
御
籠
居
、
干
今
十
二
年
、
今
日

　
始
御
出
仕
、
君
臣
合
体
之
儀
已
又
相
叶
、
為
天
下
大
慶
也
、
大
殿
御
直
衣
、

　
前
駆
六
人
、

　
廿
一
日
、
今
夜
大
殿
有
御
随
身
勅
書
、

　
廿
五
日
、
戊
午
、
厭
対
日
、
天
晴
、
大
殿
賜
御
随
身
後
、
令
申
慶
給
云
々
、

　
申
刻
出
御
、
蒔
絵
細
剣
、
紺
地
緒
、
打
下
襲
、
御
車
横
榔
毛
庇
、
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
崇
徳
天
皇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
）

　
　
今
案
御
車
也
、
蘇
芳
下
簾
、
前
駆
内
・
院
殿
上
人
、
頭
中
将
宗
能
以
下
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
）

　
　
十
四
人
、
諸
大
夫
廿
人
許
、
上
達
部
雇
従
、
関
白
殿
、
治
部
卿
能
俊
、

　
　
　
　
　
（
藤
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
）
　
　
　
　
　
（
源
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
大
弁
雅
兼
、
已
上
六
人
也
、

　
　
民
部
卿
忠
教
、
源
中
納
言
顕
雅
、
宰
相
中
将
忠
宗
、

　
　
先
参
院
、
賜
御
馬
、
次
参
内
云
々
、
予
寵
居
之
間
、
依
人
々
来
談
、
大
略
記
之
、

知
信
記

天
承
元
年
十
一
月
十
七
日
、
庚
戌
、
天
陰
、
雨
不
下
、
今
日
大
殿
初
有
御
出
仕
、

依
院
定
也
、
入
夜
令
参
白
河
給
、
御
冠
御
直
衣
、
横
榔
庇
御
車
、

青
簾
、
青
下
簾
、
車
副
六
人
、
前
駆
六
人
、
関
白
殿
令
候
御
共
給
、
庇
御
車
、
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（第11紙）

御
随
身
冠
、
中
将
殿
同
令
候
給
、
深
更
密
々
、

廿
一
日
、
甲
寅
、
今
日
大
殿
令
賜
随
身
給
、

廿
五
日
、
戊
午
、
天
晴
、
大
殿
令
申
兵
侯
慶
賀
給
、
御
車
庇
横
榔
、
赤
色
御
簾
、

半
蔀
簾
同
之
、
蘇
芳
下
簾
、
平
鰍
、
御
車
副
六
人
、
公
卿
・
殿
上
人
同
右
、
傍
略
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鳥
羽
）
（
崇
徳
天
皇
）

廿
九
日
、
壬
戌
、
大
殿
令
参
院
井
大
内
給
、
横
榔
庇
御
車
、
青
簾
、
青
下
簾
、

前
駆
六
人
、
御
随
身
布
衣
・
壺
脛
巾
、

天
承
二
年
正
月
二
日
、
甲
午
、
朝
観
行
幸
也
、
大
殿
令
参
院
給
、

庇
横
榔
御
車
、
御
随
身
狩
胡
鑛
・
蘇
芳
朽
葉
狩
袴
・
伊
知
比
脛
巾

等
如
例
、
府
生
束
帯
・
壼
胡
鑛
、
御
車
副
六
人
、
前
駆
十
人
、

二
月
廿
八
日
、
庚
寅
、
天
晴
、
法
成
寺
御
塔
供
養
也
、
巳
刻
大
殿
令
参
給
、

御
宿
抱
、
庇
横
榔
御
車
、
御
車
副
如
例
、
前
駆
束
帯
、
御
随
身
垂
袴
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
聖
子
）

壺
胡
鎮
、
入
南
大
門
、
直
令
入
中
宮
御
所
簾
中
給
、
不
可
令
列
公
卿
給
、
価

着
宿
抱
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
璋
子
）

四
月
廿
四
日
、
乙
酉
、
天
晴
、
賀
茂
祭
也
、
上
皇
井
女
院
有
御
見
物
、
大
殿
令

供
奉
給
、
庇
横
榔
御
車
、
紫
簾
、
蘇
芳
下
簾
、
御
冠
直
衣
、
前
駆
五
位

四
人
、
布
袴
、
六
位
二
人
、
衣
冠
、
御
随
身
褐
衣
・
壼
胡
錬
也
、

廿
五
日
、
丙
戌
、
雨
降
、
大
殿
令
参
院
給
、
依
可
有
御
見
物
御
幸
也
、
庇
横
榔
御
車
、

」
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青
簾
、
青
下
簾
、
前
駆
衣
冠
、
御
随
身
冠
・
布
衣
・
壺
脛
巾
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
泰
子
）

　
信
範
記

　
保
延
五
年
十
月
四
日
、
辛
亥
、
天
晴
、
今
夕
高
陽
院
可
臨
幸
鳥
羽
殿
者
、

申
刻
焔
馨
舞
購
w
御
冠
直
衣
・
藩
庇
御
車
・
・
副
六
人
、
前
駆

　
衣
冠
、
予
候
其
列
、

　
十
一
日
、
戊
午
、
天
晴
云
々
、
大
殿
八
幡
詣
也
云
々
、
略
之
、
大
殿
御
宿
抱
、
浅
黄
固
文
御
奴
袴
、

　
櫨
固
文
立
涌
雲
織
物
御
樹
、
野
剣
、
御
笏
等
也
、
神
宝
以
下
御
覧
、
次
寄
御
車
、

脳
韻
縫
地
灘
難
讃
錘
遜
゜
獺
倶
織
鱗
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
　
　
青
表
簾
、
押
錦
縁
、
浮
線
綾
青
下
簾
、
有
菊
繍
、
連
着
平
鰍
、
白
綱
、

　
　
　
御
車
副
六
人
・
…
、

　
廿
三
日
、
庚
午
、
天
晴
、
御
賀
茂
詣
也
、
八
幡
詣
御
車
也
、
略
之
、

働
宇
椀
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
忠
実
）

　
保
延
五
年
十
月
十
一
日
、
宇
左
記
云
、
今
日
有
大
殿
下
八
幡
詣
事
、

酬　
　
午
刻
参
東
三
条
、
大
殿
下
御
出
、
寄
御
車
、
舗
踊
煕

　
　
　
　
八
幡
詣
御
車
記
關
謹
編
羅
詳
東
電

　
　
　
　
横
榔
庇
、
御
車
内
黒
漆
、
在
金
物
、
垂
木
塗
朱
、

　
　
　
　
物
見
外
上
連
子
、
物
見
縁
黒
漆
、
舞
鋤
い
物
見
下
横
榔
毛
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
（
×
彫
透
之
）

」」
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@　

ｳ
穰
上
畢
．
讐
誤
下
・
琶
地
押
遥

　
　
　
　
袖
内
横
縁
下
黒
漆
、
鮪
稀
、
袖
内
横
縁
、
菱
釘
各
・
、

　
　
　
　
肇
白
緑
、
墜
目
地
錦
、
牡
斐
下
簾
青
下
濃
、
纏
群

　
　
　
　
高
欄
如
例
、
有
金
物
轟
縛
緒
白
生
絹
、
糀

　
　
　
　
　
棟
木
．
革
崎
・
富
尾
・
軸
・
轄
・
頸
木
、

　
　
　
　
　
　
己
上
、
木
口
各
入
透
金
物
、

　
　
　
　
搦
如
例
、
在
金
物
、
畳
国
莚
、
縁
高
麗
、

　　

@　

ｯ
御
車
図
髄
餐
麟
鯛
撃
騨
…
瑠
弊
小
格
子
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
高
欄
無
之
、
下
簾
青
下
堺
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猪
熊
（
近
衛
家
実
）

　
　
嘉
禎
三
年
三
月
廿
六
日
、
大
閤
拝
賀
乗
用
車
、

繍
　
　
　
御
車
記
　
鴨
居
殿
預
本

14
佛
　
　
　
横
榔
庇
、
御
車
内
黒
漆
、
在
金
物
、
垂
木
漆
朱
、

　
　
　
　
物
見
外
上
連
子
、
物
見
縁
黒
漆
、
彗
物
物
見
下
濱
榔
毛
、

　
　
　
　
袖
横
縁
上
唐
草
、
瞬
聾
・
袖
下
、
同
采
負
地
押
鶏

※
袖
内
横
縁
下
黒
漆
、
欝
馳
袖
内
慧
、
菱
釘
各
・
、

　
　
　
　
　
　
已
上
、
同
保
延
記
、

」
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（
※
頭
註
）

「
袖
二
亀
甲
ヲ
ヒ
シ
ト
被
画
由
、

有
申
輩
云
々
、
」
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（第15紙）

　
　
御
筐
耶
、
蘇
芳
、
編
糸
紫
、
七
緒
、
縁
錦
如
横
榔
、
裏
綾
紫
、

　
　
小
簾
四
枚
、
四
緒
、
懸
緒
八
筋
、
長
各
二
尺
、
色
櫨
匂
、
御
下
簾
、

　
　
高
欄
如
例
、
在
金
物
、
開
戸
黄
金
物
、
廟
緒
、
細
美
布
、

　
　
御
楊
如
常
、
在
金
物
、
御
畳
縁
繧
綱
、
京
莚
、

　　

@
同
御
車
図
齢
膿
鞭
瓢
離
撃
之
・
御
簾
゜
下
簾
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
皆
蘇
芳
、
如
楕
榔
毛
車
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
屋
（
近
衛
兼
経
）

建
長
四
年
十
月
廿
日
、
大
閤
兵
伎
拝
賀
、

　
　
横
榔
庇
、
蘇
芳
簾
、
同
下
簾
、
平
鰍
、

同
廿
一
日
、
直
衣
始
、

　
或
記
云
、

　
　
車
同
昨
日
、
但
今
日
被
懸
青
簾
、
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≧

　
　
八
葉
車
簾
定
也
、
下
簾
又
如
網
代
、

　
　
凡
束
帯
時
者
、
懸
蘇
芳
簾
・
下
簾
、

　
　
直
衣
時
者
、
懸
青
簾
・
同
下
簾
、
今
日

　
　
網
代
鰍
也
、

如
横
榔
、

●

」」
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